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二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

閣
条
第
一
○
号

先
議

要
旨

こ
の
条
約
は
、
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八
年
）
二
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
総
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
船
員
に
関
す
る
既
存
の
条
約
等
を
統
合
し
、
国
際
的
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
労
働

基
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
寄
港
国
検
査
等
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
六
箇
条
、
五
章
か
ら
成
る
規
則
及
び
規
範
並
び
に
付
録
か
ら
成
り
、
本
文
は
こ
の
条
約
全
体

に
適
用
さ
れ
る
原
則
、
義
務
及
び
条
約
上
の
手
続
事
項
を
、
規
則
は
船
員
の
労
働
基
準
に
つ
い
て
分
野
別
に
具
体
的
な
原
則
及

び
目
的
を
、
ま
た
、
規
範
は
規
則
を
実
施
す
る
具
体
的
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
お
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
原
則
と
し
て
、
全
て
の
船
員
並
び
に
商
業
活
動
に
通
常
従
事
す
る
全
て
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
軍
艦
、
漁
船

及
び
伝
統
的
構
造
の
船
舶
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
、
全
て
の
船
員
は
、
安
全
な
職
場
、
公
正
な
雇
用
条
件
、
適
切
な
労
働
条
件
及
び
生
活
条
件
並
び
に
社
会
的
な
保
護
に
係
る

権
利
を
有
す
る
。
加
盟
国
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
こ
の
条
約
上
の
義
務
に
従
っ
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
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三
、
加
盟
国
は
、
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
船
舶
及
び
船
員
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
た
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
加
盟
国
は
、
こ
の
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
が

こ
の
条
約
を
批
准
し
て
い
る
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
よ
り
も
有
利
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

四
、
規
則
及
び
規
範
Ａ
部
の
規
定
は
、
義
務
的
な
も
の
と
し
、
加
盟
国
は
、
規
範
Ａ
部
の
関
連
規
定
に
定
め
る
方
法
で
各
規
則

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
義
務
的
な
規
定
で
は
な
い
規
範
Ｂ
部
の
規
定
に
つ
い
て
妥
当
な
考
慮
を
払
う
。

五
、
加
盟
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
お
け
る
船
員
の
労
働
条
件
に
関
す
る
検
査
及
び
証
明
の
た
め
の
効
果
的
な
制
度

を
構
築
し
、
公
の
機
関
等
に
検
査
又
は
証
明
書
の
発
給
を
行
う
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
盟
国
の
港
に
寄
港
す
る

外
国
船
舶
は
、
こ
の
条
約
上
の
義
務
の
遵
守
状
況
を
検
討
す
る
た
め
、
寄
港
国
に
よ
る
検
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

六
、
こ
の
条
約
は

「
千
九
百
二
十
年
の
最
低
年
齢
（
海
上
）
条
約
（
第
七
号

」
等
の
条
約
を
改
正
す
る
。
我
が
国
が
締
結

、

）

し
、
か
つ
廃
棄
し
て
い
な
い
「
千
九
百
七
十
年
の
災
害
防
止
（
船
員
）
条
約
（
第
百
三
十
四
号

」
等
の
条
約
は
、
こ
の
条

）

約
の
我
が
国
に
つ
い
て
の
効
力
発
生
を
条
件
と
し
て
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
。

七
、
こ
の
条
約
は
、
三
十
以
上
の
加
盟
国
で
あ
っ
て
そ
の
商
船
船
腹
量
の
合
計
が
総
ト
ン
数
で
世
界
の
商
船
船
腹
量
の
三
十
三

パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
商
船
船
腹
量
以
上
と
な
る
も
の
の
批
准
が
登
録
さ
れ
た
日
の
後
十
二
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。


